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○  会議日程・付議事件 

 

     会議日時   平成２８年１１月１７日（木） 午後２時２０分 

 

     場  所   川西市役所 ４階 庁議室 

 

日程 

番号 

議案 

番号 
付 議 事 件                      備考 

１   議事録署名委員の選任 
 

２   前回議事録の承認 
 

３  事務状況報告 
  

４ 議案第２９号 平成２８年度川西市一般会計補正予算について 
  

５ 議案第３０号 
川西市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例

の制定について 

  

６  諸報告 
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○  議案等審議結果 

                                                                             

議案 

 

番号 

 

議 案 名               

 

提 出 

 

年月日 

議 決 

 

年月日 

議 決 

 

結 果 

議案 

２９ 

平成２８年度川西市一般会計補正予算につい

て 
28.11.17 28.11.17 可 決 

議案 

３０ 

川西市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正

する条例の制定について 
28.11.17 28.11.17 可 決 
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［開会 午後２時２０分］ 

牛尾教育長 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

教育総務課長

（籔内） 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

教育総務課長

（籔内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、皆さんこんにちは。定刻を過ぎまして申しわけございません。

それでは、只今より、平成２８年第１９回川西市教育委員会（定例会）を

開会いたします。 

 

 まず、「本日の出席者」をご報告いたします。本日は、全員出席でござ

います。なお、「事務局職員の出欠」につきましては、事務局から報告を

お願いいたします。 

 

 本日の「事務局職員の出欠」について、ご報告申し上げます。 

 本日は、伊豆教育推進部参事兼学校指導課長が欠席でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

次に、本日の「議事日程」につきましては、配付しております議事日程

表のとおりであります。 

 

 これより日程に入ります。日程第１「議事録署名委員の選任」を行いま

す。教育長において、加藤委員、鈴木委員を指名いたします。よろしくお

願いいたします。 

 

 では次に、日程第２「前回議事録の承認」でございますが、事務局にお

いて調製し、第１７回定例会及び第１８回臨時会の議事録の写しをお手元

に配付しております。事務局から説明をお願いいたします。 

 

 それではまず、第１７回定例会の議事録につきまして、ご説明申し上げ

ます。１ページに会議日程・付議事件、２ページに出席者を、３ページに

説明のため出席を求めた者、４ページに審議結果を掲載してございます。

議事録につきましては、５ページからでございまして、会議次第に基づき

ましてご審議いただきました経過等につきまして、調製させていただいて

おります。また、第１８回臨時会につきましても同様に調製させていただ

いておりますが、非公開案件であるため、詳細な審議経過につきましては

非公開とさせていただいております。 

最後に署名委員の署名ということで、第１７回定例会については磯部委

員、服部委員に、第１８回臨時会については服部委員、鈴木委員にご署名

を頂戴しております。 

 以上でございます。 
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牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

こども未来部長

（中塚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明は終わりました。只今の説明について、質疑はございませんか。よ

ろしいでしょうか。 

 

 それでは、お諮りいたします。第１７回定例会及び第１８回臨時会の議

事録につきまして、これを承認することにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議事録につきましては、承認されまし

た。 

 

では次に、日程第３、事務状況報告であります。事務局から報告をお願

いいたします。 

 

それでは、こども未来部から「児童虐待防止推進月間の取組等」につい

てご報告させていただきます。 

平成１６年度から、児童虐待防止法が施行されました１１月を「児童虐

待防止推進月間」と定め、児童虐待を防ぐための取組を推進しております。

本市におきましては、取組の一環として、１１月９日（水）に川西能勢口

駅周辺で街頭啓発を行い、関係機関ご協力のもと２１名が児童虐待防止の

チラシなどを配布させていただきました。 

１１月３０日には、午後２時からアステ市民プラザにおきまして、ＮＰ

Ｏ法人児童虐待防止協会理事長の津崎哲郎様を講師にお招きし、市民の皆

様を対象に児童虐待防止講演会の開催を予定しております。詳しくは、お

手元に配付させていただいておりますチラシを後ほどご高覧いただきたい

と思います。 

そのほかにも川西能勢口周辺の歩行者デッキにのぼりを設置するなど、

市民一人ひとりが子どもに関心を持っていただき、社会で子育てを支えて

いく意識が高まりますよう、啓発活動に取り組んでいるところでございま

す。 

また、行政におきましても虐待を受けている児童などの早期発見、適切

な保護、関係機関等との連携による組織的かつ効果的な対応を図るため、

関係機関などで構成いたします川西市要保護児童対策協議会を設置し、保

護が必要な家庭の実体把握のための情報交換や対応方法の検討などを行っ

ているところでございます。地域社会全体で児童を守り、支えていくこと
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教育推進部長

（木下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を念頭に置き、さまざまな関係機関との連携を図りながら、今後も児童虐

待防止の取り組みを進めてまいりたいと考えています。 

私からの報告は以上でございます。 

 

それでは、引き続き、私の方からは教育推進部にかかわる事務状況につ

いて３点、ご報告いたします。 

１点目、川西市教育委員会指定研究事業について、ご報告いたします。

本年度、清和台南小学校、川西南中学校、桜が丘小学校で研究発表会を開

催し無事に終えることができました。 

１０月２１日（金）に開催しました清和台南小学校では、「伝え合う力

を育てよう ～一人読みから全体交流へ～」を研究テーマとして、１１月

１０日（木）に開催されました川西南中学校では「学ぶ意欲を育てる教科

指導の推進 ～教師の授業力と生徒の自主学習力の向上～」を研究テーマ

として、そして１１月１１日（金）に開催されました桜が丘小学校では、

「主体的に学び合う集団づくり ～主体的に課題を見つけ、解決していく

力の育成～」を研究テーマとして、各校とも教職員同士が組織的に深い学

び合いを積み重ねてきた成果が発揮され、質の高い公開授業及び研究報告

でありました。また、専門性の高い講師先生を招へいし、全体会では、取

り組みに対するご指導をいただくともに、今後の方向性を示唆するご講演

をいただき、当該校のみならず、参加者にとっても実り多い研究発表会と

なりました。 

なお、１１月２５日（金）、牧の台幼稚園において、「友達と共に生き

生きと遊ぶ子どもを育てる ～環境とのかかわりを楽しむ子どもをめざし

て～」という研究主題の下、研究発表会を予定しておりますことを申し添

えます。 

２点目、第６０回川西市立小学校・養護学校（小学部）連合音楽会につ

いて、ご報告いたします。 

１０月２０日（木）川西市文化会館におきまして、１６小学校の４年生

及び川西養護学校小学部の子どもたちが、午前・午後の２部に分かれて、

音楽を通じて、交流を図りました。 

各校とも、創意工夫を凝らしたリコーダーなどの楽器演奏や合唱などを

行っておりました。子どもたちは、初めての大きなステージでの出演に、

緊張の面持ちでした。しかし、自校の演奏をやり終えたときには、自分の

力を出し切った満足感、友だちと心を合わせた達成感から、晴れやかな表

情で舞台から降りてきており、通路には、その姿をやさしい笑顔で出迎え

る、それぞれの学校の教員の姿がありました。  
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牛尾教育長 

 

鈴木委員 

 

 

また、川西養護学校の発表や閉会式の時には、舞台の児童だけではなく、

客席の児童も一体となって合唱を行っていました。自校だけではなく、他

校の子どもたちのがんばりを素直に認める心が育っていることが分かりま

した。 

さらに、教員にとっては、他校の指導技術や方法を学ぶ研修の場となっ

たことと思われます。 

３点目、公民館の文化祭・文化のつどいについて、ご報告いたします。 

まず、実施状況でございますが、１０月２９日、３０日は清和台公民館。 

１１月１日から３日にかけて中央公民館。１１月５日、６日は川西南、

多田、緑台、けやき坂公民館。１１月１２日から１３日にかけて、明峰、

北陵公民館で開催されました。 

いずれも、作品展や発表会、お茶席、バザーなどそれぞれの館で工夫を

こらした取り組みが行われ、公民館登録グループのみならず地域の方々か

らの来館もあり、大変賑わったところです。 

１１月６日（日）には黒川公民館を含む黒川地区全体で、里山まつりが

好天に恵まれ多数の参加者で盛大に開催されました。 

作品展示では日頃から研鑽された作品に見学者からも感嘆の声が聞こ

え、発表会では日頃の練習の成果を披露され、たいへん盛り上がったと聞

いております。 

館によりましては地区コミュニティ推進協議会や自治会などと連携し、

模擬店やフリーマーケットなど開催され、秋の地域イベントとして定着し、

地域の皆様も楽しみにされているところもございます。 

また、１１月２６日、２７日には、東谷公民館におきまして、昨年は耐

震大規模改修工事により中止になっていましたが、２年ぶりに開催されま

す。 

文化祭は、公民館登録グループの発表の場として、また、地域との連携

を深める催しとして非常に意味があるものと考えております。今後も継続

して実施していきたいと考えております。 

報告は以上です。ご多忙の中、ご参観いただきました教育委員の皆様に

はこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

４番、公民館の文化祭・文化のつどいに関してですが、公民館の文化祭

を拝見しますと、地域住民に文化力があるな、また各公民館が大変地域の

皆さんに親しまれているなということがつぶさに見てとれます。 
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まなび支援室長

（枡川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木委員 

 

 

 

まなび支援室長

（枡川） 

 

鈴木委員 

 

牛尾教育長 

 

加藤委員 

 

 

そして、今、地域・学校協働活動というのがうたわれているときに、既

にご活躍いただいているボランティアの皆さんというのはもう１５年、２

０年来も活動を続けている方がたくさんおありです。大変高齢化が進んで

いて、この後も絶えることなく地域と学校が協働していくためには、次の

世代のボランティアの皆さん、地域の力を借りたいなとつくづく思います

が、そのときにこの公民館が人材の一つの集積場所であるように思えてな

りません。 

社会教育と学校教育をつなぐ橋の工夫を公民館から検討していただくと

いう、そういうお考えはないでしょうか。 

 

今、ご意見いただきました地域の人材という形ですが、公民館のほうで

も各講座の中で、できるだけ地域に関係する内容を盛り込んでいくという

こと考えております。また、その中で地域の中に入っていって、公民館の

講座を受けた方々が何らかの形でかかわっていけるようなものを企画した

いなというふうなことを、公民館長含めて計画させていただいているとい

う形でおります。 

今おっしゃっていただいたように、地域の人材というのは非常に重要な

部分ということはわかっております。ですから、公民館だけでなく地域の

自治会とかコミュニティのほうとも協力し合って、どういう講座がいいの

か、またどんなふうなことをしていったらいいのかという部分について、

一緒に考えていきたいなというふうには思っております。 

 

その社会教育の高まりを、ぜひ学校教育につないでいただきたいと切に

願うわけです。そういう工夫をぜひ両方でしていただきたいと思います。

よろしくご検討ください。 

 

おっしゃっていただいたように、学校との協力ということも考えて、取

り組んでいきたいというふうに思います。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。ほかにございませんか。 

 

事務状況報告の中でも出ておりませんし、議案の中にも出ておりません

ので、教育長に質問します。統合問題です。時系列で言わせてもらうと、

６月の定例の場で再検討すると、いろんなやり方について手順も考えると
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牛尾教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いうふうに答弁された。それで、そこで議決をとって進んだと。それで、

９月になっても何も報告がないので、僕は聞いた。いつまでにやりますか

と。そしたら、部長のほうから１２月というお話が出た。１２月までにや

るとなると議会も通さなくてはいけないと思うし、議会に上げる必要もあ

るし、住民説明会もしないといけなくなるでしょうと僕は言いました。そ

したらそこでやると言われて、議会でもそう答弁されていますから、１２

月までにやりますと、議員さんもみんなそう思っている。僕も今日ここに

来るまで、何でないのかなと思ってきました。 

何故かというと、１２月に議会に出そうと思うと、今日、ここを通さな

いといけないでしょう。それをここに出してないというのは、１２月の議

会には出せないわけでしょう。この間の９月と同じことを言いますけど、

ここに出さない意味というのはどうなんですか。僕は、当然方針変更であ

るからして、ここの教育委員会での定例での承認がないと変更はできない

と思う。みんなに向かって、市民全体に向かって、議事録を読んだ人もわ

かるし、議員さんの方々もみんな１２月議会に出てくると思っている。そ

の状況において、ここで何も状況報告にもなし、議案にもないという状況

というのは、これどういうことですか。 

 

加藤委員のおっしゃることはよくわかります。実質は、具体的に進めて

いく中で手順をつくっていくということで議会のほうにもお話をさせても

らって、ここでも部長のほうからも年末までには進めていくということで

進めてまいりました。 

その件で、具体的に考え方も含めて取り組んでいくということになった

んですが、具体的に手順を事務局を含めて進めていく過程の中で、教育委

員の方々にも一定の考え等も聞きながら進めてきたわけです。具体的にも

う少し手順を進めていくと、手順の作成を深めていくということで、少し

時間が必要だと、中身についてですね。そういったことがわかってまいり

ましたので、そのことを含めて再度教育委員協議会及び教育委員会のほう

でお時間をいただいて諮らしていただきたいと思っております。 

そのことについて、議会のほうに、それは遅れるかもしれませんけども、

具体的には１２月または年始開けての当初には、年度末も含めて当初には

きちっと手順を作成して、そして当然その案については教育委員会にお諮

りをして、そして議会のほうにもお出しをしてご報告させてもらって、議

員のご意見も聞いた上で、その先は進めていきたいと思っております。 

遅れたことに関しては、本当に申しわけありません。 
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加藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

加藤委員 

 

 

 

牛尾教育長 

 

加藤委員 

 

 

牛尾教育長 

 

教育推進部長

（木下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕は遅れたことを言っているのではないんですよ。約束して、議会でも

約束して、ここでも我々にとって定例のところで言ったことを変えるとい

うのを、僕がここで何も言わなかったら、これでスルーですか。スルーと

いう言葉が適当かどうかわからないですが。 

だから、ここで報告で上げるべきじゃないですか、５番目でも何でも。

今どういう状況で、議会にはそういったけども、議会にも待っている人も

いるかもしれない。今どんな話を教育長がしているのか僕はしらないけど

も、それだったらそこで方針変更したというのをここで了承しないと、議

会に持っていくなんてことあり得るんですか。 

 

当然、教育委員会の中で。 

 

当然そうなって、定例会でちゃんと決めたこと。 

定例会の流れがある中において、定例会で何もせずにそのまま議会に持

っていくんですか。 

 

それはないですよ。 

 

ないでしょう。 

では、なぜ今日上げないのか。僕は理解に苦しむ。 

 

手続上のことも含めて、教育推進部長。 

 

委員ご指摘のとおり、９月の定例教育委員会の中で、この１１月の定例

教育委員会の中で手順については示していくということで、お約束させて

いただいています。 

その中で、進捗状況ですけれども、今現在さまざまな要因も含めまして

検討しています。その中で、非常に大変調整していくのが難しい側面が一

定ございまして、そこに非常に時間をとっているというのが現状でござい

ます。本来ならば、今回報告しなければいけなかったという点については、

本当に申しわけなく思っています。事務局としては、鋭意努力しておりま

すけれども、まだできていないという状況がございます。 

ただ、現時点において言えることは、最後の最後まで何とか仕上げたい

という思いがございますので、現時点においては１２月議会に上げる上げ

ないということではございません。場合によっては、委員の方に臨時とい

う形でご足労いただいてするような場面もあるかもしれませんが、議員と
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加藤委員 

 

 

 

教育推進部長 

（木下） 

 

加藤委員 

 

総務調整室長

（中西） 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

牛尾教育長 

 

牛尾教育長 

 

 

教育総務課長 

（籔内） 

 

 

 

 

 

 

 

の約束を果たすというところでは精いっぱい努力していきたいとふうに思

っております。 

報告が、項目として上がっていなかったことに対しては大変申しわけな

く思っております。 

 

手続上の問題ですけども、今委員協議会を開いてそこから出すかもしれ

ないと言っていましたけども、それでいいんですか。あらためて臨時の教

育員会を開く必要はないんですかね、こういう案件について。 

 

申しわけございません。臨時の教育委員会というとらえ方をしていただ

ければと思っております。 

 

中西室長、それでよろしいですか。 

 

先ほど、教育推進部長から説明がございましたように、現時点でお示し

できる案になっていないという状況でございます。今後、教育委員会臨時

会の開催も含めて、そういった場でまた説明、ご意見を賜りたいと思って

おります。 

以上でございます。 

 

よろしくお願いします。ほかにございませんか。 

 

 それでは、事務状況報告については以上といたします。 

 

では次に、日程第４、議案第２９号「平成２８年度川西市一般会計補正

予算について」であります。事務局からご説明をお願いいたします。 

 

 それでは、議案第２９号「平成２８年度川西市一般会計補正予算」につ

きましてご説明申し上げます。 

本案は、平成２８年度川西市一般会計補正予算のうち、教育委員会関係

予算について市長に申出するにつき、川西市教育委員会事務処理規則第１

０条第１号の規定により議決を求めるものでございます。 

提案理由は、平成２８年度における教育委員会関係予算について補正す

る必要があるためでございます。 

それでは、議案書の２ページをお開きください。平成２８年度１２月補

正予算明細書によりご説明申し上げます。 
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 まず、歳入でございますが、ＮＯ．１国庫補助金の次世代育成支援対策

施設整備交付金につきまして６８万７千円を増額しようとするもので、牧

の台幼稚園と緑保育所の一体化施設である認定こども園に整備する子育て

支援室への交付金でございます。 

ＮＯ．２、ＮＯ．３、ＮＯ．５、ＮＯ．６でございます。ひょうご多子

世帯保育料軽減事業からひょうご保育料軽減事業に制度変更がなされたこ

とにより、対象となる保護者負担が軽減され、ＮＯ．２保育所入所負担金、

ＮＯ．３幼稚園保育料でそれぞれ３６０万３千円、１４４万円が減額とな

り、その財源となる県補助金が変更となるため、ＮＯ．５ひょうご多子世

帯保育料軽減事業費補助金を２４０万３千円減額し、ＮＯ．６ひょうご保

育料軽減事業費補助金を８０６万５千円増額しようとするものです。 

続きまして、ＮＯ．４国庫補助金の地域保育園事故防止等推進事業費補

助金で４５万円を増額しようとするものです。これは、認可外保育園事故

防止等推進事業において、本市の地域保育園等、６園につきまして防犯カ

メラの設置経費を補助するに当たり、その財源となるものでございます。 

続きまして、歳出でございます。 

ＮＯ．１、児童福祉費の市立幼稚園・保育所一体化施設整備事業の需用

費において４００万円を増額しようとするものです。これは、牧の台小学

校の認定こども園建設予定地内の遊具を移設等するための費用を追加しよ

うとするものでございます。 

ＮＯ．２、ＮＯ．４、ＮＯ．５でございます。ひょうご保育料軽減事業

実施により、保育所運営事業、認定こども園支援事業、就園奨励費補助事

業の負担金、補助及び交付金でそれぞれ２万７千円、２５８万８千円、１

７７万６千円を増額しようとするものです。これは、市で保育料を徴収し

ていない小規模保育事業所、認定こども園、私立幼稚園について、保護者

負担軽減分を補助金として交付することによるものでございます。 

ＮＯ．３地域保育園支援事業の負担金、補助及び交付金で地域保育園等

６園に防犯カメラ設置費用として６０万円を補助するための増でございま

す。 

ＮＯ．６は幼稚園運営事業の財源更正でございます。 

ＮＯ．７からＮＯ．２５でございます。各事業において増減がございま

すが、職員の人事異動、育児休業等による給料、職員手当等、共済費など

の増減、人事院勧告に基づく勤勉手当の増が主な要因となっております。 

続きまして、３ページをご覧ください。継続費補正でございます。市立幼

稚園・保育所一体化施設整備事業において、２年間で総額５億５，８００

万円のうち、平成２９年度の年割額４億５，８００万円を９，３００万円
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牛尾教育長 

 

磯部委員 

 

増額し、総額６億５，１００万円、平成２９年度年割額を５億５,１００

万円に変更しようとするものでございます。これは、牧の台幼稚園・緑保

育所一体化施設整備において当初見込んでいなかった設備等の整備が必要

となるためでございます。 

続きまして、繰越明許費補正でございます。保育所維持管理事業におい

て、川西中央保育所保育室等改良工事の入札が不調となったことにより、

次回入札による契約では、年度内に工事が終了しない見込みであるため、

予算額１，９００万円を翌年度に繰り越そうとするものでございます。 

続きまして、債務負担行為補正でございます。（仮称）向陽台あすのこ

ども園交通安全警備業務としまして４８８万４千円を限度額と設定してお

ります。これは平成２９年開設予定の認定こども園において、登園時等の

前面道路の警備を実施するためのものでございます。 

次に、けやき坂小学校校舎増築にかかる経費としまして平成２９年度か

ら３３年度までで１億６，２００万円を限度額として設定しております。

これは、けやき坂小学校において次年度以降教室が不足する見込みである

ことから、仮設校舎をリースするためのものでございます。 

続きまして、小・中・特別支援学校の電力供給契約に基づく電気料金と

しまして、１億６，２２１万５千円を、教育相談センター、公民館の施設

清掃業務委託として３年間で１，１６７万７千円を、保育所、小学校、中

学校、幼稚園、特別支援学校の一般廃棄物等の収集運搬業務委託として１，

５０６万９千円を、郷土館などの文化財施設の施設警備業務委託として５

年間で１７６万８千円を、小学校、中学校、幼稚園、特別支援学校、公民

館の施設維持設備保守管理業務委託として、空調設備保守等は２，４６８

万３千円を、消防設備保守等は３年間で２，２７６万１千円を限度額とし

て設定しようとするものでございます。 

これらの業務につきましては、平成２９年４月１日以降の業務でありま

すが、平成２８年度中に入札を実施し、契約する必要があります。この契

約の担保として、平成２８年度中に地方自治法第２１４条の規定により、

債務の上限額を議会の議決により設定しようとするものでございます。 

以上、平成２８年度１２月補正予算の説明とさせていただきます。よろ

しくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。 

 

３ページの継続費補正について質問をさせていただきます。児童福祉費

ということで、９，３００万円ほど補正をされるようですが、その理由と
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して、当初は見込んでいなかった設備などの整備が必要となるためという

ことになっておりますが、これは具体的にどのようなものがあるのでしょ

うか。 

 

補正予算でございますが、当初予算のこの５億５，８００万というのは

本来的には躯体工事の経費でございます。それに、今回施設整備というと

ころで、例えば備品等で一括で工事をしたほうが工期も早く済み、また値

段のほうもいいと。備品のほうで例えば厨房機器なんかがそういう分に当

たります。また、設備等で炭素ガラスというものを複層のペアガラスにか

えていくという工事も一括してお願いしたいというところで、そういった

部分の経費の部分が追加されております。 

また、当初想定してなかった地盤改良工事などが増要素になって入って

おります。そういったものを含めまして、本来新年度で例えば備品等は新

年度で要求して整備するというのは、もう一つの方法として予定しており

ましたが、一括してその中で厨房機器などは工事費の中でやったほうが、

時間短縮及び入札の関係の金額等が安く済むであろうという見込みの中、

全体の中で工事費のほうに入れていくという形で、補正予算の要求をさせ

ていただいております。 

以上です。 

 

ほかにございませんか。よろしいですか。加藤委員。 

  

９，０００万円の補正を組む、５億５，０００万、６，０００万円近い

お仕事で１億ほどの補正を要求するということにおいて、数字だけ持って

くるというのはどうなんですか。内容について資料が上がっていないとい

うのはどういうことなのか教えていただきたいんですけど。 

 

申しわけございません。具体的には、先ほど申し上げましたとおり、備

品でございますとかあるいは設備でございますとか、そういった部分で当

初それを予定しておらなかった部分について、新ためまして補正をお願い

させていただく部分でございます。 

具体的な部分を申し上げますと、備品の追加の部分でおおよそ４，００

０万円程度、設備の部分で３，０００万円弱、さらにエレベーターも当初

見込んでおりませんでしたので、そこの部分でおおよそ１，２００万円、

さらに地盤改良でおおよそ６００万円、アスベストの除去などもございま

して、合計９，３００万円の補正をお願いさせていただくといったところ
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加藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども未来部長

（中塚） 

 

が具体的な内訳でございます。 

資料につきましてはご用意できておらず、大変申しわけございません。

概要といたしましては、今申し上げたところでございます。 

 

今のご説明の中で、最初から予定していなかったといいますか、それは

全て不可抗力ですか。それとも、予想しようと思ったらできたことができ

なかったということですか。 

 

当初につきましては、ちょうど平成２８年度の予算を策定していくとき

に検討を進めてまいったわけですけれども、具体的にはやはり基本設計を

くくってみないとわからないところもございました。そういったものです

から、差し当たりまして、建物を建てるに当たりましてのおおよその平米

単価をベースに予算立てをさせていただいたところでございます。 

ここの部分につきましては、やはり建物を建てるに当たりましての最小

限度の部分というふうな形で考えておりますので、今申し上げたような部

分についてはこの中には含んでおらなかったところがございます。当初の

部分で、そこの部分が見通せなかったのかというふうなことにつきまして

は、一定必要性というようなところは予見できたところではございますけ

れども、やはり基本設計の部分を具体的にくくってみないと、具体像が見

えてこないというふうなところもございましたので、当初の予算の中には

含まれておらなかった部分につきまして、今回補正予算というふうな形で

お願いをさせていただいているところでございます。 

 

最初に申し上げましたように、資料なしでこうして臨むということ、そ

れも１億円のお金について補正をここでオーケーして出すということに対

しては、ものすごく僕は不安があります。というのは、人に説明ができな

い。ここでオーケーを出してね、補正をね、１億くださいと言うわけでし

ょう。この態度というのは僕は誤りだと思う。だって協議にならないと言

われる場合があるよ、これは絶対に。こんなことで協議できるかと言われ

たら、資料も何もないのに、口で言われて、それを聞いている協議するほ

うは書き取れという話。余りにも不備過ぎるのではないかと思うけど、そ

の辺どうですか。中塚部長。 

 

ただいまの加藤委員からのご指摘、まさにごもっともなところでござい

ます。旧来の補正予算の計上をさしていただく議案書のスタイルを若干踏

襲してしまっているというところもございます。 
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質疑の中で、ご説明をさしていただくという今までのスタイルを踏襲し

ていました。その点につきましては反省をさせていただくところでござい

ます。申しわけございません。 

 

もうひとつ、技術的な質問ですけども、５億６，０００万円の上に、予

想できなかったからといって１億、あるいはこれは２億ぐらい足すといっ

たときに、それでも市のルールとしては後で気づいたから補正を組んで入

れるというのは、議会なり何なり通るんですか。僕はふつうに考えたとき

に、それは明らかにできることというのは最大限の努力をしておいた上で

の補正だというふうに、僕の属する組織でもそういうふうに考えておりま

すけど、市としては後付けでも十分通るということになっているんですか、

過去の例を見ても。それをお聞きしたい。 

 

先ほど、室長のほうからもご答弁さしていただきました。当初予算につ

きましては、一般的に平米単価に平米数を乗じたものを一定の目安として

予算化させていただいておると。その後、基本設計なりをくくっていく中

で、まして今回、緑保育所、あるいは牧の台幼稚園の一体化した認定こど

も園、川西では公立施設で初めての認定こども園になります。子ども・子

育て支援の新制度の流れをくんだ公立として初めての施設でございますの

で、現場の職員を交えて基本設計を積み上げていく中で、やはり教育、保

育に対する熱い思い、これにつきましてはできるだけ私どもの立場として

くんでいきたいという中で積み上げていった結果、この９，３００万円プ

ラスしていただくという形になります。 

ただ、その中には単に教育、保育に係る分ではなくて、当初、全く地盤

改良等々につきまして予見できなかった分も当然含まれておりますけれど

も、最終的に単に増額してという形ではなく、不必要なものについては当

然削っていくというか、見直しもかけております。ただ、最終的に川西の

目指すべき教育、保育の水準を維持していく認定こども園の施設としては、

できましたら総額６億３，０００万ほどなってきますけども、その施設建

設につきましてこの補正を認めていただいて、環境的に恵まれた状況の認

定こども園を建設していきたいという思いで、本日ご説明もさせていただ

きますし、１２月も議会で補正予算として上がった折に、議会のほうから

もご質問いただく折に関しましては、現在させていただいているような内

容はご答弁をさしていただく予定にしてございます。 

以上でございます。 
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牛尾教育長 

 

服部委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども・若者政

策課長（中西） 

 

 

 

 

 

 

 

 

今の説明の中で、１点僕が気になるのは、僕は部長と考え方が違うのは、

行政の施策において、特にお金がかかるこういう箱物の場合において、途

中で教育、保育のためを思うとアドオンしてもいいという考え方というの

を持ってくれば、幾らでもアドオンできる。それを理由に持ってくるとい

うのは僕は正しいとは全然思わない。それは、無尽蔵にお金があるときは

いいよ。だけど少ない予算の中で、市もほかの部もみんなこっちにお金を

使いたいと思ってやっているわけであるからして、もうちょっと基本設計

の段階で教育とか子どもたちのことを考えた上で、どうしたらいいだろう

というのをぱちっと決めてかからないと、後からその理由でアドオンする

ということに関しては、それは一定の理解を得られるかなと、僕はそれを

すごく不安に思う。論理的ではないよ、言っていることは。思いを後で予

算の上に足すというような考え方というのは、それは予算設計ではないと

思います。僕の自分の組織においてはそういうふうに行動しているつもり

です。今のは感想です。 

 

ありがとうございます。 

 

地盤ですとかアスベストですとか、初めから予測できないことに対して

補正予算を要求するというのは、それなりに理解できるんですが、備品の

追加ということで、もともと購入する予定だったものを今回一緒にやれば

時間短縮、あるいは経費的に削減できるということで、備品を要求すると

いうようなことであるとすれば、この備品を平成２９年度ですかね、２９

年度に要求するときに一体どのぐらいの予算要求をしようというふうに考

えていたのか、それでどのぐらい実際には今回の備品購入でお金がういて

くるのか、その辺のことをちょっと教えていただきたいんですけども。 

 

先ほど申し上げましたとおり、備品につきましては、本来新年度予算で

別途初度調弁というような形で購入していくという形を当初考えておりま

した。ただ、先ほど申し上げた例えば納期の話が厨房機器です。厨房機器

については１，０００万から１，５００万の幅の中で、もちろん内容にも

よりますが、ただ、工事費の中で一括で入れていくことによって、まず工

期が短縮される。厨房を後で入れようと思いますと、施設のほうをしっか

りとお引き取りさせていただいた後、納入するという形になりますので、

時間がかかるということと、全体的ないろんな備品がございますので、非

常に大型のもの、それから細かいものを含めてございます。その辺のとこ

ろ、実質的に工事単価の中に入れていくことによって作業費であるとか、
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服部委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども・若者政

策課長（中西） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういうものが二重にならないというような形で軽減できるのかなと思っ

ております。物の入札金額については、実際やってみないとわからないと

思いますが、工程的なこととそういった作業的な工程の経費であるとかが

若干浮いてくるであろうと考えております。 

また、備品についてはその他の大きいところでは、それも工事が伴うも

ので日よけのシート、あとプールであるとか、部屋の中のロッカー類、こ

ういったものも工事の中であわせて整備していったほうがいいだろうとい

うふうに考えております。金額については、詳細として少しわかりかねる

ところがございますが、こういう検討で何とかなると思っております。 

 

今、２つ問題を言われたんですけども、一つはどのぐらい、例えば厨房

機器でも１，０００から１，５００万というように幅がある。その幅があ

るような状況の中で、これで一体一緒に買ってどのぐらい安くなるのかも

わからない。実際には安くならないかもわからないという問題はある。や

っぱり一括でやるんだったら、これだけの経費がこれだけ浮くんだという

ようなことでないと。説得力がない。 

それから、２番目にその厨房機器を後で買った場合、壊してやらなきゃ

いけないというようなことであるとしたら、初めからそういうことを設定

してやっていないほうがおかしい。何でそういうふうなことを最初に入れ

ていなかったのかという、両面から突かれる。だから、これはもう説明の

しようがないんじゃないですか。 

 

金額的にわからないと申し上げた部分で申し上げますと、大きく、まず

新年度で購入する場合も入札という形で調整していく形になりますので、

最終的に工事費のほうで入れる金額と、その比較については若干、そうい

う意味では金額としてはっきり出ないということをまず１点お伝えするの

と、それに比べて工事の中に巻き込むということで、作業については一括

して行っていけますので、そういう分では多少を浮いてくるであろうとい

うことです。 

それと、先ほど厨房を後から入れるというのは潰すという意味ではなく

て、一旦建物として私どもが受け取った後に機器のほうを搬入するという

ことで、工期的な問題として、その分時間が取られてしまうと。こども園

につきましてですが、非常にタイトな日程で行っております。何とか工期

を短縮するという一つの方法論としてこういったものを入れさしていただ

きたいというところで述べさしていただいております。 

以上です。 
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服部委員 
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加藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何か余り説明になっていないようなんですけど、そういうことが初めか

ら設定できるんであれば、なぜ最初にその備品を入れておかなかったのか

というようなことがありますよね。そこはどうなんですか。 

 

確かに、ご指摘の向きはあろうかと思っております。本来でしたら、当

初のうちにしっかりと見極めをさせていただいて、工事費用の中に組み込

んだ上で予算を立てていくというふうなところが本来の手法であったかと

思います。 

ただ、先ほども申し上げましたとおり基本設計の後に実施設計というふ

うな形で進んでおりまして、基本設計の中を進めていく中で、やはり具体

的に備品なり、あるいは設備なりについて詳細に決まってきたというふう

なところもございます。ですから、当初のうちに見込める部分については、

平米単価というふうな形で予算を立てておったんですけれども、やはりそ

の中ではどうしても見込んでおらなかった部分について生じてまいりまし

たので、ここの部分について補正をお願いさせていただくというふうな部

分です。 

コストの部分については、詳細な比較検討が今現在できておらない状況

でございます。手間の部分でありますとか、共通の経費の部分であります

とか、一定そこら辺の部分が節減できるだろうというふうなところで見込

んでおりますけれども、具体的なコストの比較というのがまだできてはお

りませんけれども、工期の短縮というふうな部分も含めまして、一定の効

果が望めるというふうな形では考えているところでございます。 

 

僕も服部先生と同じ意見ですが、ここにコストコストって言っているけ

ども、その向こうがどんな入札にするかわからないって課長がさっき言わ

れたけども、予定というのがあるんじゃないの。だからこそ予算が立てら

れると思う。そうなると、詳細なことを何も服部先生は求めているわけで

はなくて、プラスになるんだろうかマイナスになるんだろうか。それとし

たらざっくり考えて、１００万円以上うきますよとか、あるいは、１万、

２万ではコストが削減できるなんて言えないと思うからね、そこのところ

どのように考えているのか。 

それともう一つ、この話どこまでいっても通じないかもしれないから、

僕はここまでにしたいと思っています。これに関する資料というのは出せ

るんですか。資料が出せないとしたら、どこに持っていってもここの問題

のコストが削減できる、工期が削減できるといっても、それはそうかもし
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こども家庭室長
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牛尾教育長 

 

こども家庭室長

（山元） 

 

 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

加藤委員 

 

牛尾教育長 

 

 

 

 

 

こども家庭室長

（山元） 

 

れないなというレベルの話になってしまうと思いますけど。室長、どうで

すか。 

 

資料といたしましては、一定お時間をいただく形にはなろうかと思いま

すけれども、あらためて調整をさせていただいて、提出させていただくこ

とは可能でございます。 

コストの部分につきましても、確かに具体的に見込んでおるというふう

な、そういったことがざっくりというふうなところでも可能であったかと

いうふうなご指摘ではございますけれども、当初の部分ではそういった形

で、この最初の表の中には入っておらなかったというふうなこともござい

まして、今回一定見てきた部分について具体的な金額をもって補正をお願

いさせていただいているといった次第でございます。 

 

資料は現時点で出せるかどうかということですか。どうですか。 

 

作成させていただきます資料でございますけれども、内訳書的な部分に

なってまいります。備品の部分でありますとか設備の部分でありますとか、

そういった部分の内訳書というふうな資料は作成させていただくことは可

能でございます。費用がどれぐらい安くなるのかというふうな部分につい

ては、少し精査をさせていただく必要がございますので、すぐには御用意

できないんですが、今申し上げましたような形の内訳書的なものでしたら、

しばらくお時間をいただきましたら作成は可能でございます。 

 

加藤委員、どうですか。 

 

僕はもういいです。 

 

今日では難しいということですね。それを受けて、また審議のことをお

っしゃっていると思うんですが、いかがですか。それをということになる

と、一度その資料を待ってということになると、また時間をとって、この

ことについて資料がないことになるとできないということになるんですけ

ども。 

 

内訳書につきましては、そうですね、２０分程度お時間をいただきまし

たら作成させていただくことは可能ではございます。ただ、費用がどれぐ

らい安くなるのかというふうな部分については、少し今日中にというよう
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牛尾教育長 

 

加藤委員 

 

 

牛尾教育長 

 

加藤委員 

 

 

 

 

こども家庭室長

（山元） 

 

 

 

 

 

服部委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なのは難しいというふうなことでございます。 

 

加藤委員、内訳書でもよろしいですか。 

 

僕は平たく言えば、資料なしで数字だけで、口頭説明だけで、１億の補

正予算について通すということが、それが僕にとっては不思議。 

 

わかります。ですから委員の方々に。 

 

それが可能であれば、資料を用意すべきなんだけど、それが市のルール

ではそんなことをしなくてもいいんだったら別。僕はそういうこと自分の

組織ではやらないし、多分服部先生が言われていることもそうだと思う。

そんなことで、お金のことで、ましてや税金ですからね、これは。 

 

資料の作成については、こちらが準備できておりませんで、大変申し訳

ございませんでした。内訳につきましては、先ほど口頭でご答弁申し上げ

たとおりでございます。そこの部分を資料に落とすというふうな作業でし

たらしばらくお時間をちょうだいすれば可能ではございます。ただ、資料

のほうが事前に準備できておらなかったことにつきましては、改めまして

重ねてお詫びを申し上げる次第です。申し訳ございませんでした。 

 

僕もその備品の内訳でどれだけかかるということではなくて、備品を一

緒に入れたほうが効率的であると言われたので、別に買った場合に比べて

どのぐらいメリットがあるんですかというのをお聞きしたので、当然そう

いうようなことというのは、すぐお答えになられるのかなと思ってこちら

は期待したんです。 

それと、基本設計と実施設計レベルはもう全然違いますけれども、基本

設計をやるときでも、もう既存の施設から平米あたりの単価というのは出

ているはずなんです。だからレベルが上がるとか下がるではなくて、既存

の施設からの予算額というのはほぼ決まっていると思うので、その予算額

が決まったときに要は備品的なものをどれだけ入れるかということで細か

い内容は決まってくるので、その基本設計と実施設定でレベルが上がった

から予算額が違う、違ってきたというようなことは説明にはならないと思

うんです。 

僕は以上です。 
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磯部委員 

 

 

 

 

 

公共施設マネジ

メント室主幹

（池下） 

 

磯部委員 

 

牛尾教育長 

 

ほかにございませんか。磯部委員。 

 

補正予算の審議とは違うことですが、今の議題に関して少しご説明の中

で気になったことがあるので確認をさせていただきたいと思います。アス

ベストの除去という説明がありましたが、これは牧の台幼稚園を解体する

ときのアスベストの除去ということになるのでしょうか。 

 

アスベストにつきましては、現牧の台幼稚園の園舎を解体する際の事前

調査ということで、アスベスト調査をさせていただきました。その中で、

一部アスベストが確認されておりますが、現園舎の解体工事におけるそう

いうところのものになります。 

 

ということは、今園児が使っている園舎においては、飛散型のものでは

なくて建物内部にあるアスベストということですね。 

 

今のご質問でございます。牧の台幼稚園に関しましては、平成１９年、

２０年ぐらいには飛散性のアスベストに対しましては処理しております。

現在残っておるアスベストに関しましては、通常使用では飛散しないとい

うことで、通常使われておりますアスベストのため、全く現況のままでは

危険なものではございません。 

以上でございます。 

 

ありがとうございます。では、解体のときにアスベストの除去があると

いうことですけれども、小学校も近くにありますし、近くは住宅街ですの

で、十分な飛散防止策というのは業者の方によってとられると思いますが、

工事の日程や工事の際の周りの状況には十分慎重かつ丁寧に対応していた

だければと思います。よろしくお願いします。 

 

当然、アスベスト工事にかかる前は、法的なものにのっとって十分注意

しながら施工するように考えております。 

以上でございます。 

 

よろしくお願いします。 

 

そうしますと、審議については資料はどうさせていただきましょうか。

一度とめてさせていただいて、資料の準備できるものをお出しして、審議



 

- 24 - 

 

 

 

服部委員 

 

 

 

加藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

加藤委員 

 

こども未来部長

（中塚） 

 

 

 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

 

 

 

を再開させていただいてもよろしいでしょうか。すぐ出せるもの、少し時

間はかかりますけども。 

 

僕がお願いした資料というのは、この２０分間でできるような資料では

ないので、だから特にそちら側が用意する資料というのは、僕は必要では

ありません。 

 

僕は今ここで出してもらって、ここ１０分ぐらいで見なさいといって見

られるとは思っておりません。それは事前に出してもらって、わからない

ところは質問するし、わからなくても出してもらっているということ自体

でここまで考えているんだなということの照査なんです、それはね。だか

ら何も資料なしでこうして出してきたということに関しては、僕はすごく

疑義があります。だから、今出してもらってもそれほど審議自体には僕は

関係ないと思います。服部委員と一緒です。 

 

そうしますと、資料はすぐに出せませんけども、資料をお出しして、再

度このことについて審議をする時間をとるということでしょうか。 

 

それは教育長にお任せします。 

 

重ねてお詫び申し上げます。資料につきまして、十分な審議をしていた

だくためには用意すべきであったと重々反省しております。申し訳ござい

ません。１２月議会に上げる補正予算につきましては、今回お願いしてお

ります９，３００万円で何とか議会のほうにもご承認いただいて、業者の

選定、平成２９年度に向けての工事着工を、如何なきを十分配慮していき

たいと思います。今後、本日いただきました資料等の作成の面につきまし

ては、十分心に留めおいて、遺漏なきよう努めてまいりたいと思いますの

で、何とぞご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、資料については今お聞きしましたとおりで、今回、口頭等で

資料について事務局のほうから説明をいただきました。それを受けて、今

回につきまして、今後そういうことについては当然考えてまいりたいとい

うことで、今回につきましては口頭等で具体の資料に沿うものを説明させ

ていただいた中で、審議の結果についてお諮りしたいと思います。 

 それでは、議案第２９号につきまして、これを可決することにご異議は

ございませんか。 
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 ご異議なしと認めます。よって、議案第２９号につきましては、可決さ

れました。 

 

では次に、日程第５、議案第３０号「川西市立幼稚園保育料徴収条例の

一部を改正する条例の制定について」であります。事務局からご説明をお

願いいたします。 

 

それでは、議案第３０号「川西市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正

する条例の制定について」ご説明申しあげます。 

恐れ入りますが、議案書の４ページをお開き願います。 

本案は、川西市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、市長に申出するにつき、川西市教育委員会事務処理規則第１０条

第１号の規定により、議決をお願いしようとするものでございます。 

今回の提案理由でございますが、平成２９年５月より、川西市立幼稚園

において一時預かり保育事業を開始することに伴い、その保育料を定める

必要がありますので、条例を改正しようとするものでございます。 

以下、改正の内容につきまして、議案書５ページから６ページの新旧対

照表をもとにご説明いたします。 

まず、６ページをご覧ください。条例の題名を「川西市立幼稚園保育料

等徴収条例」としております。これは、従来からの幼稚園保育料に加えて、

一時預かり保育事業に係る保育料を合わせて、保育料等と規定するもので

ございます。第２条、第３条、第５条の見出しにつきましても、保育料等

に変更しております。 

第１条において、一時預かり保育及び一時預かり保育料の定義を規定し

ております。 

第２条では、第２項を追加し、一時預かり保育料の金額を定めておりま

す。金額は１日につき４００円とし、昼食の時間が設けられている日にあ

っては、２００円としています。 

第３条では、第２項を追加し、一時預かり保育料の徴収方法を規定して

います。一時預かり保育を利用した月の保育料を、翌月上旬に集計整理し

て請求処理を行うため、翌々月の１０日に、通常の保育料に上乗せして徴

収することにしております。 

第５条及び第６条で、減免の対象に一時預かり保育料を追加しています。 

最後に、５ページに戻りまして、最下段に掲載しております付則におい

て、この条例は平成２９年５月１日から施行することとしております。 
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説明は以上でございます。 

ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。 

 

 幼稚園の一時預かり保育にどれほど切実な要望が寄せられているもので

しょうか。 

 

 要望でございますが、最近にアンケートをとった経緯がございませんが、

平成２６年に５園、２７年に４園の市立幼稚園で試行を行いました。その

ときに、保護者アンケートをとらせていただきまして、その総数、アンケ

ートの回収は４６２人の保護者の皆さんから回答をいただいておりまして、

その中には設問の中では、有料で開催されても週１回は利用したいとか、

また週２回から３回利用したい、ほぼ毎日利用したいというようなことを

回答いただきました。 

 週１回の方は２１６人、週２回から３回は１２０人、ほぼ毎日という方

は１７名おられました。こういうことを勘案しまして、この平成２８年度

検討委員会をもち検討を重ねてまいりました。 

 以上でございます。 

 

 よくわかりました。幼稚園の入園募集の状況を見ましても、余りはかば

かしくないところを、このことが何かつなぎとめるような方法になればい

いなとも思います。ありがとうございます。 

 

 ほかにございませんか。 

 それでは、お諮りいたします。議案第３０号につきましては、これを可

決することにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第３０号につきましては、可決さ

れました。 

 

では次に、日程第６、諸報告であります。諸報告１「小規模保育事業事

業者募集の選定結果について」事務局からご報告をお願いいたします。 
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それでは、「小規模保育事業事業者募集要綱に基づく事業選定について」

ご説明を申しあげます。資料をご覧ください。 

同事業に関する募集につきましては、平成２８年１０月２０日に開催さ

れた教育委員協議会でご報告させていただきましたとおり、緑台中学校区

を中心に実施いたしました。 

事業種別は小規模保育事業Ａ型及びＢ型でございます。対象は３号認定

を受けた０～２歳児。施設は事業者が所有または賃貸する物件でございま

す。開所時期は平成２９年４月として募集を開始いたしました。 

８月１９日から９月２０日にかけて、事業者を募集したところ、１件、

多田中学校区において、エムズカンパニーからの申請がありました。 

審査にあたりましては、学識経験者、子ども・子育て会議市民委員、税

理士、建築士、保育所長、幼稚園長を委員とする民間保育施設等整備事業

者選考部会を設置し、１０月１５日に審査を行いました。 

ヒアリング等を経た結果、審査内容につきましては基準点に達しなかっ

たため、選考部会として「選定の対象として推薦しない」との旨のご報告

をいただきました。 

同報告を受けまして、本募集におきましては「選定該当事業者無し」と

決しましたので、ここにご報告申し上げます。 

 以上でございます。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

それでは、諸報告１については、以上といたします。 

 

 ここで、先月に開催されました第１７回定例会での説明に修正がござい

ました。事務局から説明をお願いします。 

 

 平成２８年１０月２０日（木）に開催されました第１７回川西市教育委

員会定例会で、事務状況報告を行いました「第２２回川西市立幼稚園なか

よしフェスティバルについて」におきまして、誤った回答のお詫びをいた

します。 

事務状況報告が終わり、質疑応答の中で、磯部委員から「なかよしフェ

スティバルの記録の録画はなさっていましたか」というご質問に対し、「実

行委員の先生が記録をしております」という趣旨のお答えをいたしました。 

確認いたしましたところ、以前はビデオ撮影による録画記録を実施して

おりましたが、加藤委員からのご指摘にもありましたとおり、その後の活
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用の必要性も無くなってきたことから、３年前からは録画を行っておりま

せんでした。誤った回答をしてしまい、謹んでお詫びいたしますとともに、

回答の修正をさせていただきます。 

また、先ほど私、鈴木委員の質問の中で、幼稚園の預かり保育の検討委

員会を平成２８年度から組織したと申しましたが、失礼しました。２７年

度２月からやっておりますので、２７年度から組織しております。この点

も修正いたします。お詫びいたします。大改変申しわけございませんでし

た。 

 

 では、以上で本日の議事はすべて終わりました。 

 

 次回の定例教育委員会は、１２月１５日（木）午後２時から、庁議室に

おいて開会の予定です。 

 

 これをもちまして、第１９回川西市教育委員会（定例会）を閉会いたし

ます。お疲れ様でした。 

［閉会 午後３時２９分］ 

 

以上会議の事項を記録し、相違ないことを認めましたので、ここに署名いたします。 

 

   平成２８年１２月１５日 

 

                   署名委員    加 藤  隆一郎    ㊞ 

 

                                                   鈴 木 温 美    ㊞ 

 


